
環境影響評価制度及び事業概要等について 

（京奈和砕石場拡張事業） 

資料２  

平成３０年８月２８日（火） 

奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課  



１．環境影響評価制度（環境アセスメント） 

  環境影響評価制度とは、事業者が、開発事業の内容を決めるにあたって、 
それが環境に及ぼす影響について、予め事業者自らが調査・予測・評価を行い、 
その結果を公表して一般の方や行政の意見を聴き、それらを踏まえて 
環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていくことを目的とした制度です。 

  ■県条例に基づく手続きフロー 

方法書：どのような項目をどのような方法で 
      調査・予測・評価するかを示した図書 

準備書：調査・予測・評価、環境保全対策の検討の結   
      果を示し、事業者の考えを取りまとめた図書 

評価書：事業者が準備書に対する意見を検討し、 
       必要に応じ準備書の内容を修正した図書 

調査・予測・評価の実施、環境保全措置の検討 

事業着手（着手後は環境保全措置の実施状況を知事に報告） 

一般意見 

知事意見 
市町村長意見 

環境審議会意見 

一般意見 

知事意見 
市町村長意見 

環境審議会意見 
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配慮書：複数案を設定し重大な環境影響に絞って 
      簡易な手法で調査、予測、評価した図書 

一般意見 

知事意見 
市町村長意見 

環境審議会意見 



（今回審議いただく内容について） 

配慮書 方法書 準備書 評価書 

・事業計画 
（事業目的、事業内容） 

 
・複数案の設定 
 
・計画段階配慮事項  
  の設定 
（既存資料による、調査、  
  予測、評価） 

方法書の知事意見 準備書の知事意見 
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配慮書の知事意見 

・環境影響評価の結果 
  調査結果 
  予測結果 
  評価結果 
 
・環境保全措置 
 
・事後調査 
 
・総合評価 
  

・環境影響評価の結果 
  調査結果 
  予測結果 
  評価結果 
 
・環境保全措置 
 
・事後調査 
 
・総合評価 

・事業計画 
（事業目的、事業内容） 

 
・関係法令の整理 
 
・地域の概況 
（既存資料による） 

  
 自然的状況 
  (大気、水質等)の整理 
 社会的状況 

(人口、産業、土地利用 
   等)の整理 

 
・評価項目の選定 
 
・調査、予測及び評価
の方法 



２．事業概要 

（１）経緯等   

  事業者は平成５年より当地において砕石場を稼働させており、奈良県

内及び近隣府県に砕石の供給を続けてきた。しかし、近年、建設事業用の

砕石の需要も高く、現状ではこの需要に応えられない状況となってきた。こ

のため、砕石の安定供給を図るとともに、地方産業として地域経済に貢献

するため、既認可区域の隣接地に砕石場を拡張しようとするもの。 

 

 

 

 

 

 

方法書：1頁 

（２）事業者名 山本商事株式会社（奈良県御所市城山台587-3） 

（３）事業名   京奈和砕石場拡張事業 

（５）事業区域 奈良県御所市大字古瀬４８０番地 ほか７２筆 

（６）事業面積 環境影響評価の対象となる事業地面積：５１．０６ヘクタール 

                      （７）事業期間 新規埋立区域の事業期間：５２年間 
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（４）事業の種類 土石採取事業の変更の事業 



  （事業実施区域の概況） 
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【今回の手続】 

方法書：評価項目・手法の選定 

準備書：環境アセスメントの結果の公表 

評価書：環境アセスメントの結果の確定 

H26.3.31～ H26.4.30   公告・縦覧 
H26.5.20   意見概要提出 
H26.6.6,H26.6.20,H26.7.25 現地確認、部会審議 
H26.8.5   審議・答申…（別紙１） 
H26.8.8   知事意見…（別紙２） 

環境アセスメントの実施 

環境影響評価審査部会 

環境審議会 

H30.5.18、6.15、7.27 
部会審議・部会意見 

知事意見 

調査・予測・評価の実施 
環境保全措置の検討 

 H30.4.6 公告  H30.4.6～5.7 縦覧 
 H30.4.6～5.21 意見聴取期間 →意見の提出数 ０ 
 H30.6.1      意見概要提出 

 公告～1月間 縦覧 

※事業の着手は評価書公告後 

審議・答申 

知事意見 

３．審議の経緯 
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